
計
量
法
関
係
手
数
料
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
計
量
法
関
係
手
数
料
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

計
量
法
関
係
手
数
料
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
在
勤
官
署
の
所
在
地
）

（
在
勤
官
署
の
所
在
地
）

第
二
条

旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
査
等
の
た
め
、
そ
の
地
に
出
張
す
る
職
員
の
旅
費

法
第
二
条
第
四
号
の
在
勤
官
署
の
所
在
地
は
、
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
三
番
一
号
と
す
る
。

第
二
条

旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
査
等
の
た
め
、
そ
の
地
に
出
張
す
る
職
員
の
旅
費

法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
の
在
勤
官
署
の
所
在
地
は
、
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
三
番
一
号
と
す
る
。

（
旅
費
の
額
の
計
算
に
係
る
細
目
）

（
旅
費
の
額
の
計
算
に
係
る
細
目
）

第
三
条

（
削
る
）

第
三
条

旅
費
法
第
六
条
第
一
項
の
支
度
料
は
、
旅
費
相
当
額
に
算
入
し
な
い
。

検
査
等
を
実
施
す
る
日
数
は
、
当
該
検
査
等
に
係
る
工
場
、
事
業
場
、
営
業
所
、
事
務
所
又
は
倉
庫
ご
と
に

三
日
と
し
て
旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
。

２

検
査
等
を
実
施
す
る
日
数
は
、
当
該
検
査
等
に
係
る
工
場
、
事
業
場
、
営
業
所
、
事
務
所
又
は
倉
庫
ご
と
に

三
日
と
し
て
旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
。

２

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
六
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
四
条
の
渡
航
雑
費
は
、

四
千
円
と
し
て
旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
。

３

旅
費
法
第
六
条
第
一
項
の
旅
行
雑
費
は
、
四
千
円
と
し
て
旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
。

３

経
済
産
業
大
臣
が
、
旅
費
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
又
は
必
要

と
し
な
い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
と
き
は
、
当
該
部
分
に
相
当
す
る
額
は
、旅
費
相
当
額
に
算
入
し
な
い
。

４

経
済
産
業
大
臣
が
、
旅
費
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
又
は

必
要
と
し
な
い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
と
き
は
、
当
該
部
分
に
相
当
す
る
額
は
、
旅
費
相
当
額
に
算
入
し

な
い
。

別
表
第
一
の
二
（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

別
表
第
一
の
二
（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

特

定

計

量

器

一
件
に
つ
い
て
の
金
額

特

定

計

量

器

一
件
に
つ
い
て
の
金
額

一
〜
十
一

（
略
）

（
略
）

一
〜
十
一

（
略
）

（
略
）

十
二

削
除

（
削
る
）

十
二

振
動
レ
ベ
ル
計

二
十
四
万
二
千
四
百
円

十
三
・
十
四

（
略
）

（
略
）

十
三
・
十
四

（
略
）

（
略
）

別
表
第
一
の
三
（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

別
表
第
一
の
三
（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

特
定
計
量
器

試

験

一
件
に
つ
い
て
の
減
ず
る
金
額

特
定
計
量
器

試

験

一
件
に
つ
い
て
の
減
ず
る
金
額

一
〜
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六

振
動
レ
ベ
ル
計

１

自
己
雑
音
試
験
、
電
源
投
入

後
の
安
定
性
に
係
る
試
験
及
び

ア
ナ
ロ
グ
出
力
端
子
試
験

四
万
八
千
八
百
円

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

２

放
射
無
線
周
波
電
磁
界
イ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

十
二
万
千
三
百
円

（
新
設
）

（
新
設
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
二
十
四
号

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
二
号
）
及
び
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
六
年
政
令
第
三
百
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
計
量
法
（
平
成
四
年
法

律
第
五
十
一
号
）
及
び
計
量
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
計
量
法
関
係
手
数
料
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治





３

無
線
周
波
電
磁
界
に
よ
っ
て

誘
導
す
る
伝
導
妨
害
に
対
す
る

イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

五
万
四
千
四
百
円

（
新
設
）

（
新
設
）

４

サ
ー
ジ
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

三
万
八
千
六
百
円

（
新
設
）

（
新
設
）

５

温
度
特
性
に
係
る
試
験
及
び

２
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
試
験

以
外
の
電
磁
環
境
の
影
響
に
係

る
試
験

十
万
八
百
円

（
新
設
）

（
新
設
）

別
表
第
三
（
第
五
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
五
条
関
係
）

基

準

器

一
個
に
つ
い
て
の
金
額

基

準

器

一
個
に
つ
い
て
の
金
額

一
〜
九

（
略
）

（
略
）

一
〜
九

（
略
）

（
略
）

十

振
動
基
準
器

一
万
千
百
円

十

振
動
基
準
器

十
三
万
六
千
二
百
円

十
一
・
十
二

（
略
）

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）

（
略
）

（
計
量
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

計
量
法
施
行
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
型
式
）

（
型
式
）

第
二
十
五
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
型
式
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｓ
二
三
五
〇
容
量
表

示
付
き
ガ
ラ
ス
製
び
ん
（
壜
）
に
よ
る
。

第
二
十
五
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
型
式
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｓ
二
三
五
〇
容
量
表

示
付
き
ガ
ラ
ス
製
び
ん
（
壜
）
附
属
書
Ｂ
に
よ
る
。

（
高
さ
）

（
高
さ
）

第
二
十
七
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
高
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｓ
二
三
五
〇
容
量
表

示
付
き
ガ
ラ
ス
製
び
ん
（
壜
）
に
よ
る
。

第
二
十
七
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
高
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｓ
二
三
五
〇
容
量
表

示
付
き
ガ
ラ
ス
製
び
ん
（
壜
）
附
属
書
Ｅ
に
よ
る
。

（
指
定
の
基
準
）

（
指
定
の
基
準
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）

２

法
第
六
十
条
第
二
項
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
六
十
条
第
二
項
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
六
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
検
査
の
方
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｓ
二
三

五
〇
容
量
表
示
付
き
ガ
ラ
ス
製
び
ん
（
壜
）
に
よ
る
こ
と
。

二

法
第
六
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
検
査
の
方
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｓ
二
三

五
〇
容
量
表
示
付
き
ガ
ラ
ス
製
び
ん
（
壜
）
附
属
書
Ｃ
に
よ
る
こ
と
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
容
量
公
差
）

（
容
量
公
差
）

第
三
十
三
条

法
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
容
量
公
差
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｓ
二

三
五
〇
容
量
表
示
付
き
ガ
ラ
ス
製
び
ん
（
壜
）
に
よ
る
。

第
三
十
三
条

法
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
容
量
公
差
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｓ
二

三
五
〇
容
量
表
示
付
き
ガ
ラ
ス
製
び
ん
（
壜
）
の
附
属
書
Ａ
に
よ
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
六
条

法
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
以
下
「
構
造
に
係
る
技

術
上
の
基
準
」
と
い
う
。）は
、
次
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
第
二
章
か
ら
第
二

十
六
章
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
六
条

法
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
以
下
「
構
造
に
係
る
技

術
上
の
基
準
」
と
い
う
。）は
、
次
条
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
第
二
章
か
ら

第
二
十
六
章
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報


